
議 事 録

会 議 名 令和６年第４回南警察署協議会（定例会）

令和６年12月３日（火）
午後１時30分から午後３時20分までの間

日 時 ・ 場 所

南警察署講堂

１ 委員

荒川 清 会長 伊藤 裕二副会長
稲垣 敏明委員 PHAN DINH QUYNH MY委員
山村 廣子委員 石原 雅子委員
伊東 實 委員 今枝 和弘委員
西村 知晃委員 野呂 教子委員
早坂 真帆委員 森田 邦彦委員

以上12名（定数12名）

出 席 者 ２ 警察署員

後藤署長 渡邉副署長 安田警務課長
礒崎会計課長 大竹生活安全課長代理
小川地域課長 丹羽刑事課長 梶田交通課長
淺井警備課長

以上９名

３ 有識者等

なし

諮 問 事 項 等 １１０番の正しい利用方法周知方策

１ １１０番及び警察相談専用電話＃９１１０の周知広報の
実施

答申等の概要
２ ＳＮＳの活用など世代に合った広報啓発活動の実施

３ 他の行政機関等と連携した広報啓発活動の実施

そ の 他 次回開催予定 令和７年２月下旬から同年３月初旬
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会議の経過及び発言の要旨

記録者 警 務 係 長

１ 署長挨拶

２ 各種報告

(1) 管内の犯罪発生状況（生活安全課長代理説明）

(2) 管内の交通事故発生状況（交通課長説明）

(3) 速度取締指針（交通課長説明）

３ 前回の答申に対する具体的施策の推進状況（交通課長説明）

(1) 諮問事項

高齢者が交通事故の加害者にならないための施策について

(2) 答申事項

ア 高齢者及びその家族等に対する交通事故の危険性の注意喚起と運転免

許証の自主返納の勧奨

イ 高齢者が集まる場所での体験型の交通安全啓発活動の実施

(3) 推進施策

ア 答申事項アについて

○ 高齢者施設などの高齢者が集まる場所や管内企業における交通講話

の実施

○ 交通課窓口を訪問した高齢者及びその家族等に対する運転免許証自

主返納に関する説明

○ 運転免許証返納者に対する、自治体や企業等による各種特典の説明

とチラシの配布

イ 答申事項イについて

○ 管内商業施設で開催したイベントにおける、道路を歩行中に発生す



- 2-

会議の経過及び発言の要旨

記録者 警 務 係 長

る危険を疑似体験できる歩行者版シミュレーターの実施

○ 車両運転手から見た、反射材の有効性が確認できる機器「反射スコ

ープ」の体験実施

○ 県警本部の自転車対策専門部隊「Ｂ－Ｆｏｒｃｅ」による、自転車

の安全な乗り方等の体験実施

４ 諮問

(1) 諮問事項

１１０番通報の正しい利用方法周知方策

(2) 諮問事項の設定理由（地域課長説明）

ア 令和５年中の愛知県下１１０番通報において、警察への問合せ等の緊

急性がない通報は、全体の約24パーセントを占めている。

イ 緊急性がない１１０番通報が増加すると、地域警察官の人員が割かれ

て、緊急性が高い事案に早期対応できなくなる。

ウ 警察官の現場到着が遅れて、早期の被疑者検挙等が困難になる。

エ 警ら活動や巡回連絡等、制服警察官が街頭活動を行う時間が減少する

など警察活動への影響が生じる。

オ 緊急性がないものは、警察相談専用電話＃９１１０を利用することに

より、不要不急の１１０番通報が減少すると考えられる。

５ 協議

委員 ・ ＃９１１０を知ってはいるが、いざというとき、１１０番なの

か＃９１１０なのか、どちらに電話したらよいのか迷う。

・ ＃９１１０を周知するため、広報文を印刷した紙を挟み込んだ
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会議の経過及び発言の要旨

記録者 警 務 係 長

ポケットティッシュペーパーを配布するなどの広報を実施して

ほしい。

委員 ・ １１０番は簡単に電話するものではない、公衆電話に付いてい

る１１０番通報ボタンは安易に押すものではないと、昔は言われ

ていた。

やはり、小さいうちから「１１０番とは、緊急の電話である」

という教育が必要である。

・ ＃が頭に付く電話番号は他にもあるが、いずれも頻繁に利用す

るものではないため、番号を覚えていないのが実情である。

委員 ・ ＃９１１０は知らなかった。

１１０番に当たらない内容であれば、警察側でもって＃９１１

０へと切り替えるシステムがあれば良いと考える。

委員 ・ ＃９１１０を知らないばかりか、１１０番との使い分けも知ら

なかった。

１１０番と同じ程度に＃９１１０を周知していかなければ、区

民に浸透させることは困難であると思う。

委員 ・ 公衆電話に付いている１１０番通報ボタンは赤色であり、ボタ

ンを押すことに緊張感があった。

必要な人にとっては良いことではあるが、スマートフォンの普

及により、１１０番通報することが手軽になってしまい、虚偽や

悪意がある通報が増えているのではないだろうか。

委員 ・ ＃９１１０という番号は忘れてしまう。
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会議の経過及び発言の要旨

記録者 警 務 係 長

冷蔵庫などに貼るマグネットに広報文を印刷したものを配布し

たらどうだろうか。

消防にも＃７１１９という相談電話番号がある。

「事件事故は１１０番、それ以外は＃９１１０。火事は１１９

番、それ以外は＃７１１９。」などと、消防と連携して広報した

らどうだろうか。

委員 ・ ＃９１１０は、初めて知った。

テレビ、ラジオ、ＳＮＳなどを活用し、年代に合わせた周知が

必要である。

外国人向けの周知も必要であると思う。

委員 ・ このような場合は１１０番、あのような場合は＃９１１０など

具体例を示した広報パンフレットを配布するのが良いと考える。

委員 ・ 昔は、「事件事故は１１０番、火事は１１９番」と明確だった。

今は、複雑で分かりづらい。

高齢者が間違えることなく、＃番号を押すことができるのか疑

問である。

委員 ・ 緊急通報を必要とする時は、迷い、緊張するものである。

＃９１１０を覚えておくことは困難である。

冷蔵庫に貼るマグネット広報など、ふだん目につく所に周知す

ることが大切である。

・ 「緊急通報は、利用するべき時は利用する」という教育を、子

供の頃から実施すべきである。
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会議の経過及び発言の要旨

記録者 警 務 係 長

教育行政との連携が大切である。

・ 動画配信サービス内の広報は、若い世代への周知に効果的であ

ると考える。

６ 答申

(1) １１０番及び警察相談専用電話＃９１１０の周知広報の実施

(2) ＳＮＳの活用など世代に合った広報啓発活動の実施

(3) 他の行政機関等と連携した広報啓発活動の実施

７ その他

(1) 次回の開催予定は、令和７年２月下旬から同年３月上旬とする。

(2) １１０番通報無線聴取体験として、本部通信指令課との受送信を実施し

た。

(3) 委員が模擬不審者を認知したという想定に基づく、委員と当署地域総務

係員とによる１１０番通報訓練を実施した。


